全国瞬時警報システム（Jアラート）新型受信機等更新業務委託に係る
公募型指名競争入札実施要領

１　趣旨
この要領は、全国瞬時警報システム（Jアラート）新型受信機等更新業務委託に係る公募型指名競争入札（以下「入札」という。）に関する手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

２　入札の応募に必要な事項の公表
次に掲げる事項を富山県のホームページに掲載し公表する。
（１）業務名、委託期間、業務概要及び入札時期
（２）入札に参加を希望する者（以下「応募者」という。）に必要な資格に関する事項
（３）その他入札の応募に関し必要な事項

３　応募に必要な資格
　応募に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件を原則としてすべて満足するものとする。
（１）開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
（２）物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和7年3月28
日富山県告示第118号）第１の規定に該当しない者であること。
（３）地方自治体において、Jアラート受信機の設置・保守点検業務をした実績を有すること。

４　応募書の提出
（１）応募者は、応募書（様式第１号）及び地方公共団体におけるシステムの開発業務実績表（様式第２号）を提出するものとする。
（２）受付期間及び提出場所は、次のとおりとする。
ア　受付期間　　令和７年１２月５日（金）から同年１２月１２日（金）までの午前8時30分から午後5時15分まで（富山県の休日を定まる条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。）
イ　提出場所　　富山県危機管理局危機管理課
　　　　　　　　（富山県防災危機管理センター４階）
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号
TEL〔076〕444－9671
ウ　提出方法　　持参または郵送（１２月１２日（金）午後5時15分必着とする。）
（３）応募書の作成に要する費用は、応募者の負担とする。
（４）提出された応募書は、入札参加者の選定以外には使用しない。
（５）提出された応募書は返却しない。

５　入札参加者の決定
（１）入札参加者は、応募のあった者の中から危機管理課長が決定する。
（２）応募者への通知は、入札参加者へは指名通知書により、指名されなかった者にはその旨の
非指名通知書により行う。

６　入札期間等
次に掲げる事項を指名通知書において明らかにする。
（１）入札期間及び開札の日時
（２）入札に当たっては、積算内訳書の提出を求めることがあること。
（３）その他入札に関し必要な事項

７　入札方法
入札方法は、次によることとする。
（１）入札書に記載する金額は、委託業務に要する一切の経費とする。
（２）落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載することとする。
（３）入札回数は原則として２回とする。
（４）入札保証金は別に条件を定め、免除することができる。

８　入札の無効
次に掲げる入札は無効とする。
（１）入札に参加する資格のない者のした入札
（２）入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札
（３）その他指名通知時に指定する無効条件（入札心得第６条）に該当する入札

９　入札結果の公表
入札に付した業務については、次によりその結果を公表することができる。
（１）公表の内容
ア　入札者名及び各入札者の入札金額並びに令第167条の２第１項第6号の規定により随意契約（注：不落随意契約）とした場合にあっては見積採用者名及びその採用金額
イ　応募者名及び各応募者への指名の有無並びに指名されなかった理由
（２）公表の方法
富山県のホームページに掲載し、公表する。

１０　その他
（１）応募所及び添付書類に虚偽の記載をした者に対して、指名停止を行うことがある。
（２）入札手続きに必要な事項は、本実施要領に定める。
（３）（２）により定めた事項に定めのない事項については、指名競争入札の例による。


附則
この要領は、令和７年１２月５日から施行する。

（参考）
物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和7年3月28日付　富山県告示第118号）
物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について
第1　競争入札に参加することができない者
次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に参加することができないものとする。
(1)　成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは未成年者(被保佐人、被補助人又は未成年者で、保佐人、補助人又は親権者から契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)
(2)　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4)　事業に関し許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを得ていない者
第2　競争入札に参加させないことができる者
次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に参加することができないものとする。
(1)　令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2)　競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載した者で、その事実があった後2年を経過しないもの
(3)　競争入札参加資格審査申請書を提出した日の属する年の前年において事業の実績がない者(令第167条の2第1項第4号に規定する認定を受けた者その他知事が特に認める者(第5において「認定者等」という。)を除く。)
(4)　その他、競争入札の公正な実施又は契約内容の履行確保の観点から不適切と認められる者

入札者心得 第６
第６ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
（２）入札書の記載金額を加除訂正した入札
（３）入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札
（４）入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札
保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの
（５）一の入札者又はその代理人が同一事項について２以上の入札書を提出した場合の入札
（６）代理人が２人以上の入札者の代理をした入札
（７）指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札
（８）無権代理人がした入札
（９）その他入札に関し不正の行為があった者のした入札


富山県会計規則（抜粋）
(一般競争入札の公告)
第91条　契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年富山県条例第54号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合にあつては、5日前)までに、次に掲げる事項を県報、新聞紙への掲載、掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1)　入札に付する事項
(2)　入札に参加する者に必要な資格
(3)　契約条項を示す場所
(4)　入札執行の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)
(5)　入札保証金に関する事項
(6)　入札の無効に関する事項
(7)　入札の方法
(8)　その他必要な事項
